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提案理由 

 奥州市議会政務活動費収支報告書の様式について、奥州市議会政務活動費の交

付に関する規則で定めることとするため、本件条例を一部改正しようとするもの

である。 



奥州市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

奥州市議会政務活動費の交付に関する条例（平成18年奥州市条例第332号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「奥州市議会政務活動費収支報告書（別記様式。」を「まとめ

た報告書（」に、「により、翌年度」を「を翌年度」に改める。 

別記様式を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条第１項の規定は、令和５年度分の政務活動費に関する収支報

告書の提出から適用し、令和４年度分の政務活動費に関する収支報告書の提出

については、なお従前の例による。 


